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「かわまちづくり」支援制度について

１．「かわまちづくり」とは

○「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間形成を目指す取組のことです。
○古くから培われた地域の歴史や文化、人々の生活とのつながりなど、水辺にはその地域特有の「資源」が
眠っています。また、水辺はその使い方や「知恵」によって新たな価値を生み出す可能性を秘めています。

○「かわまちづくり」では、「かわ」とそれに繋がる「まち」を活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び観
光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地域住民と河川管
理者の連携の下、地域の「顔」、そして「誇り」となるような空間形成を目指します。

２．「かわまちづくり」で実現できること

■地域の活性化
○水辺の利活用を通じて、地域交流の機会や場を創出します。
○舟運やサイクリング、また水辺のオープンカフェや水上アクティビティなどを通じ、歴史や生態系、また癒
やしや賑わいなどの「かわ」だからこそ得られる機会を提供することで、観光客数の増加に寄与します。

■地域ブランドの向上
○地域特有の魅力を持つ「かわ」と「まち」が一体となることで他の地域には無い新たな価値が創造され、そ
の地域の認知度の向上に寄与します。
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「かわまちづくり」支援制度について

上：かわまちづくりで実現できる風景例

カヌー・SUP 環境学習・自然体験 キャンプ・バーベキュー ウォーキング・ジョギング サイクリング

川床

桜並木

公園広場

川の安全教室市街地開発隣接施設連携（公園、道の駅）オープンカフェ集客施設

マルシェ・朝市・夜市

イベント（アート、上映会）

観光舟運
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「かわまちづくり」支援制度について

３．「かわまちづくり」支援制度とは

○地域の「かわまちづくり」の取組を河川管理
者が支援する制度です。
制度の詳細は：「かわまちづくり」支援制度
実施要綱を参照。

○推進主体※は、河川管理者と共同で「かわ
まちづくり計画」を作成し、支援制度への登
録を申請します。登録後は、申請した推進
主体に対して登録証が交付されます。

○河川管理者は、支援制度に登録された「か
わまちづくり計画」に基づき、「ソフト施策」、
「ハード施策」の支援を行います。

※推進主体：市町村、市町村及び民間事業者、
市町村を構成員に含む法人格の
無い協議会
民間事業者（令和５年３月３０日要
綱改定で追加）

右：「かわまちづくり」の流れ

水管理・国土保全局

相談窓口の設置

計画登録

1.推進主体は各地方整備局
長等を経由して、水管理・
国土保全局長に、支援制
度への計画登録を申請。

2.水管理・国土保全局長は
計画の内容について、実
施の効果や熱意の高さ、
また実現可能性を勘案し
た上で、計画を登録。

3.水管理・国土保全局長は
推進主体に対し登録証を
交付する。

推進主体

「かわまちづくり」検討開始

企画構想の段階Step1

計画作成の段階Step2

活動推進の段階Step3

⚫「かわまちづくり」に取り組む

基となる「地域の魅力」、「仲
間」、「アイデア」を探す。

⚫各主体と連携しながら企画

構想の熟度を高め、河川管
理者と共同で「かわまちづく
り計画」を作成。

⚫「かわまちづくり計画」登録

後、ソフト施策・ハード施策を
実施。
⚫適宜フォローアップを行い、

必要に応じて計画内容を変
更。（少なくとも５年以内に登
録内容及び取組状況を推進
主体と河川管理者で検証）
⚫整備後も「かわまちづくり」の

取組が継続するよう、協議会
等で各主体と連携。

⚫推進主体から「かわまちづ

くり計画」の作成や「かわま
ちづくり」の推進にあたって
の相談があった場合、各
地方整備局等と連携し、必
要な助言を行う。

「かわまちづくり」の実現

推進主体と連携

⚫技術面・制度面から「かわ

まちづくり計画」作成に必
要な情報を提供・助言。
⚫「かわまちづくり計画」の

作成は、推進主体と共同
で行う。

⚫推進主体と連携し、「かわ

まちづくり」の実現に向けて
必要となる調査・検討を実
施。
⚫全国の良好な整備事例や

その後の活用事例を紹介。
⚫都市・地域再生等利用区
域の指定等を支援。

河川管理者

計画登録後の支援

ソフト施策

ハード対策ハード施策

⚫まちづくりと一体となった

治水上及び河川利用上の
安全・安心に係る河川管
理施設の整備を、事業着
手後概ね５ヵ年で積極的
に推進。

相談

助言 助言

相談
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「かわまちづくり」支援制度について

４．河川管理者が行う支援（ソフト施策）

○主なソフト施策は以下のとおりです。
・「かわまちづくり」の実現に向けて必要となる調査・検討。
・全国の良好な事例等の情報提供。
・都市・地域再生等利用区域※の指定等を支援。

※都市・地域再生等利用区域：河川敷地占用許可準則に規定。平成２３年の河川空間のオープン化に伴い河川敷地占
用許可準則が改正され、都市・地域再生等利用区域に指定すれば、河川区域内で民間
事業者の営業活動（オープンカフェなど）が可能となった。

上：都市・地域再生等利用区域で可能な利活用のイメージ

キャンプ場 オープンカフェ 遊歩道の民間活用
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「かわまちづくり」支援制度について

５．河川管理者が行う支援（ハード施策）

○河川管理者が支援できるハード施策は、河川管理施設の整備です。一方、市町村等は河川を利活用する
ための施設整備を実施することになります。

○例えば、河川区域内に多目的広場を整備したい場合は、河川管理者の整備内容は高水敷整正や河川管
理上必要な通路など、市町村等の整備内容は芝張り・トイレ・あずまや・ベンチなどになります。

○河川管理者は「かわまちづくり計画」登録後概ね５年間で河川管理施設の整備を行います。

※河川管理施設：河川管理者が建設し管理している施設。川の流れの調整や、洪水の被害防止の機能を持つ施設の
こと。上記以外の目的で設置された橋や堰、グラウンドのバックネットなどは許可工作物と言い、河川
管理者が許可している施設。

右：ハード施策のイメージ

上：かわまちづくりで整備可能な河川管理施設例

親水護岸 河川管理用通路

市町村・民間事業者等：利用施設の整備

河川管理者：河川管理施設の整備
河川管理用

通路

スロープ

階段

側帯

高水敷整正

親水護岸

河川管理用
通路

階段護岸

桜並木

トイレ

駐車場

多目的広場
（芝張り等）

植栽

東屋

道路

電気・水道
公園区域の指定

船着場

遊歩道
（舗装）

照明

川床（仮設）

川床

オープンカフェ

公園区域の指定

河川区域民地等 民地等河川区域

堤防河川 掘込河道

5



6



7




